
                           

 

 

 

人材開発支援助成金が利用しやすくなりました 

人材開発支援助成金とは？ 

 平成 28 年度までキャリア形成促進助成金という名称でしたが、平成 29 年度

に変更があり、名称とともに助成額が増加するなど、内容も変更されました。 

 人材開発支援助成金は、企業が従業員の職業訓練をより積極的に行えるよう、

訓練の経費や賃金の一部を補助する制度です。似た制度にキャリアアップ助成

金がありますが、キャリアアップ助成金は非正規雇用の方が対象となるのに対

し、人材開発支援助成金は正規雇用されている方が対象となります。 

 

令和 4 年 9 月・10 月の改正点とは？ 

 実は令和 4 年 4 月に改正があったのですが、この改正で助成金が非常に利用

しにくい状況になっていました。そのため、利用者増のために今回 9 月・10 月

に要件を緩和する改正がありました。要件が複雑なため、簡単に一部変更点を挙

げると以下のとおりです。 

変 更 前 変 更 後 

申請者と3親等以内の親族が運営する施設やグループ

会社など、関係性がある訓練施設での訓練は対象外 
左記施設でも対象 

Zoom などを利用した通信訓練をした際には、訓練をし

たことが分かる写真などの提出が必要 
左記の提出不要 

教育訓練実施時に経費負担申立書の提出が必要 左記の提出不要 

 

中小企業にとって、人材開発に注力したくても、費用が掛かり断念せざるを得

ない状況があると思います。しかし、人材の開発は企業の未来の財産となります。

この機会に助成金を使い人材開発に力を入れてみませんか。 

厚生労働省の HP などにも人材開発支援助成金の詳細が記載されていますが、

内容が複雑で分かりづらい部分が多くあります。何かご不明点等ございました

ら、担当者までお気軽にご相談ください。 

（志戸岡 記） 
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